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問合せ先 

 

 

〒102-8011 東京都千代田区六番町４番地６ 

[補助事業部] 公益・福祉振興事業課 
   TEL:03(3512)1276･1278  FAX:03(3512)1277 

[補助事業部] 企画・評価課 

補助金額の確定のための調査 

監査・評価及び取得物件の管理状況調査 

TEL:03(3512)1279  FAX:03(3512)1274 

 

問合せ時間 平日の 9時30分 から 12時まで 

  13時 から 17時30分まで 
 

 

 
 
 
 

公益財団法人 JKA 

JKA補助事業ホームページアドレス 
http://ringring-keirin.jp 
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